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(57)【要約】
【課題】被介助者を便座に腰掛けさせるだけでなく、臀
部が便座ら浮いた状態の被介助者をくずれないように支
持して、被介助者の脱衣や着衣を楽に且つ安全に介助で
きるようにする。
【解決手段】トイレ介助用昇降装置１は、基台２と、上
部後側が上部前側よりも大きく上昇し、下降するときに
元位置に戻る昇降機構６と、アクチュエータ１０と、昇
降機構６の上部に取り付けられた便座３２と、昇降機構
６の上部後端部に取り付けられた背当て１１と、背当て
１１に退避可能に取り付けられた肘掛け１４と、基台２
に取り付けられた、被介助者の膝を前から当たって保持
する膝当て部材１５と、背当て１１に取り付けられた、
被介助者の胸を前から当たって保持する胸当て部材２３
とを含み構成されている。
【選択図】図１



(2) JP 2021-62015 A 2021.4.22

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　腰掛け式トイレ（３０）のトイレ本体（３１）を内包するように設置される基台（２）
と、
　基台（２）に取り付けられた、元位置から上昇するときに上部後側が上部前側よりも大
きく上昇し、下降するときに元位置に戻る昇降機構（６）と、
　昇降機構（６）を昇降駆動するアクチュエータ（１０）と、
　昇降機構（６）の上部に取り付けられた腰掛け式トイレ（３０）の便座（３２）と、
　昇降機構（６）の上部後端部に取り付けられた背当て（１１）と、
　背当て（１１）に退避可能に取り付けられた肘掛け（１４）と、
　基台（２）に取り付けられた、被介助者の膝を前から当たって保持する膝当て部材（１
５）と、
　背当て（１１）に取り付けられた、被介助者の胸を前から当たって保持する胸当て部材
（２３）と
を含み構成されていることを特徴とするトイレ介助用昇降装置。
【請求項２】
　昇降機構（６）は、リンク機構である請求項１記載のトイレ介助用昇降装置。
【請求項３】
　昇降機構（６）が上昇し終えたときに、背当て（１１）の前面は垂直に対して２～１０
°前傾するようになっている請求項１又は２記載のトイレ介助用昇降装置。
【請求項４】
　膝当て部材（１５）は、膝に当たるように調節された位置から前方へ押されるときに、
前方へは動かないように係止される請求項１～３のいずれか一項に記載のトイレ介助用昇
降装置。
【請求項５】
　胸当て部材（２３）は、胸に当たるように調節された位置から前方へ押されるときに、
前方へは動かないように係止される請求項１～４のいずれか一項に記載のトイレ介助用昇
降装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載のトイレ介助用昇降装置を使用し、
　下降した状態の便座（３２）の一側方に、被介助者が腰掛けた車椅子を並べて配置し、
肘掛け（１４）を退避させ、被介助者を着衣のまま車椅子から横スライドさせて便座（３
２）に腰掛けさせるステップと、
　肘掛け（１４）に肘を置かせ、膝当て部材（１５）で膝を保持し、胸当て部材（２３）
で胸を保持した状態で、アクチュエータ（１０）により昇降機構（６）を上昇させ、便座
（３２）が後側が前側よりも大きく上昇し、背当て（１１）全体が上昇することにより、
被介助者をスタンディング状態とし、被介助者の脱衣を介助するステップと、
　その後、昇降機構（６）を下降させて、便座（３２）に被介助者を腰掛けさせて排泄さ
せるステップと
を含むことを特徴とするトイレ介助方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、足腰の弱った被介助者が腰掛式トイレを使用するのを介助するためのトイレ
介助用昇降装置とその介助方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のトイレ介助用昇降装置は、もっぱら、足腰の弱った被介助者が腰掛式トイレにゆ
っくり腰掛けるのを介助するためのものであった。
【０００３】
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　例えば、特許文献１には、リンク機構とアクチュエータとからなる揺動昇降機構に、便
座を取り付るとともに、身体の倒れを安定させるための背当てとアームレストを設けてな
る跳ね上げ式昇降便座装置が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、リンク機構とモータとからなる揺動昇降機構に、便座を取り付
るとともに、高低調整可能な背当てと左右幅調整可能な脇当て部材を設けてなる自動昇降
便座が開示されている。
【０００５】
　しかし、腰掛式トイレを使用するのを介助する際には、腰掛けの介助のみならず、脱衣
（ズボンやパンツを下げたり、ワンピースや浴衣の裾をまくり上げたりする動作）や着衣
（ズボンやパンツを上げたり、ワンピースや浴衣の裾を下げたりする動作）を介助する必
要もある。脱衣や着衣は、臀部が便座に当たっている状態では困難であり、臀部が便座か
ら浮いた状態の被介助者をくずれないように支持することで可能となる。
【０００６】
　しかし、上記のような従来のトイレ介助用昇降装置は、臀部が便座から浮いた状態の被
介助者をくずれないように支持する機能を有していなかった。例えば、特許文献１のアー
ムレストや特許文献２の脇当て部材だけでは、被介助者の特に足腰がくずれやすく、上半
身も前に倒れることがあった。
【０００７】
　そのため、臀部が便座から浮いた状態の被介助者を、介助者が腕で支持しながら、別の
介助者が脱衣や着衣を介助する必要があり、重労働であるとともに難作業であった。
【０００８】
　あるいは、別途、いわゆるスタンディングリフト（特許文献３，４等）を使用して被介
助者を起立させ、その状態で脱衣を介助してから、上記トイレ介助用昇降装置を使用して
、腰掛式トイレに腰掛けるのを介助することも考えられる。しかし、使用する装置の数が
増加するだけでなく、次の問題もある。
【０００９】
　スタンディングリフトには、被介助者を前傾姿勢で起立させるタイプと後傾姿勢で起立
させる体部とがある。前傾姿勢で起立させるタイプは、脇当てや肘起きに被介助者が脇や
肘を当てて前傾の重さを支えるために苦しいという問題があり、また、被介助者の背後か
ら脱衣を介助することになる。一方、後傾姿勢で起立させるタイプは、被介助者の身体が
下にずれやすいという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平９－１０８１４３号公報
【特許文献２】特開平９－１５４７７３号公報
【特許文献３】特開平１０－１９４５６６号公報
【特許文献４】特開平６－２５４１２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　そこで、本発明の目的は、足腰の弱った被介助者が腰掛式トイレを使用する際に、被介
助者を便座に腰掛けさせることができるだけでなく、臀部が便座から浮いた状態の被介助
者をくずれないように支持することができ、もって被介助者の脱衣や着衣を介助者一人で
楽に且つ安全に介助することを可能にし、立位ができない被介助者でも上肢が使えれば自
分一人で行うことも可能にするトイレ介助用昇降装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
［１］本発明のトイレ介助用昇降装置は、



(4) JP 2021-62015 A 2021.4.22

10

20

30

40

50

　腰掛け式トイレのトイレ本体を内包するように設置される基台と、
　基台に取り付けられた、元位置から上昇するときに上部後側が上部前側よりも大きく上
昇し、下降するときに元位置に戻る昇降機構と、
　昇降機構を昇降駆動するアクチュエータと、
　昇降機構の上部に取り付けられた腰掛け式トイレの便座と、
　昇降機構の上部後端部に取り付けられた背当てと、
　背当てに退避可能に取り付けられた肘掛けと、
　基台に取り付けられた、被介助者の膝を前から当たって保持する膝当て部材と、
　背当てに取り付けられた、被介助者の胸を前から当たって保持する胸当て部材と
を含み構成されていることを特徴とする。
【００１３】
［作用］
　下降した状態の便座に被介助者を腰掛けさせ、
　肘掛けに肘を置かせ、膝当て部材で膝を保持し、胸当て部材で胸を保持した状態で、ア
クチュエータにより昇降機構を上昇させ、便座の後側が前側よりも大きく上昇し、背当て
全体が上昇することにより、被介助者をスタンディング状態とする。このとき、前記のと
おり膝と胸を保持しているため、臀部が便座から浮いた状態の被介助者を足腰も上半身も
くずれないように支持することができ、もって被介助者の脱衣や着衣を介助者一人で楽に
且つ安全に介助することが可能になり、立位ができない被介助者でも上肢が使えれば自分
一人で行うことも可能になる。
　その後、昇降機構を下降させて、便座に被介助者を腰掛けさせれば、排泄が可能になる
。
【００１４】
［２］本発明のトイレ介助方法は、
　上記［１］記載のトイレ介助用昇降装置を使用し、
　下降した状態の便座の一側方に、被介助者が腰掛けた車椅子を並べて配置し、肘掛けを
退避させ、被介助者を着衣のまま車椅子から横スライドさせて便座に腰掛けさせるステッ
プと、
　肘掛けに肘を置かせ、膝当て部材で膝を保持し、胸当て部材で胸を保持した状態で、ア
クチュエータにより昇降機構を上昇させ、便座が後側が前側よりも大きく上昇し、背当て
全体が上昇することにより、被介助者をスタンディング状態とし、被介助者の脱衣を介助
するステップと、
　その後、昇降機構を下降させて、便座に被介助者を腰掛けさせて排泄させるステップと
を含み構成されていることを特徴とする。
【００１５】
［作用］
　被介助者を車椅子から横スライドさせて便座に腰掛けさせることにより、介助を楽に行
うことができる。
　その他は、上記［１］の作用と基本的に同様である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明のトイレ介助用昇降装置及びトイレ介助方法によれば、足腰の弱った被介助者が
腰掛式トイレを使用する際に、被介助者を便座に腰掛けさせることができるだけでなく、
臀部が便座から浮いた状態の被介助者をくずれないように支持することができ、もって被
介助者の脱衣や着衣を介助者一人で楽に且つ安全に介助することが可能になり、立位がで
きない被介助者でも上肢が使えれば自分一人で行うことも可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、実施例１のトイレ介助用昇降装置を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は側
面図である。
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【図２】図２は、肘掛け、膝当て及び胸当てを退避させた同トイレ介助用昇降装置を示す
、(ａ)は正面図、（ｂ）は側面図である。
【図３】図３の（ａ）は同トイレ介助用昇降装置の平面図、（ｂ）はIIIｂ－IIIｂ線での
拡大断面図、（ｃ）はIIIｃ矢示部の拡大断面図である。
【図４】図４は、同トイレ介助用昇降装置の使用方法を示し、（ａ）は着衣のまま車椅子
から移乗したときの側面図、(ｂ)は立ち上がらせる途中の側面図、（ｃ）はスタンディン
グ時の側面図、（ｄ）は腰掛けさせる途中の側面図、（ｅ）は腰掛けた時の側面図である
。
【図５】図５は、実施例２のトイレ介助用昇降装置を示し、（ａ）は正面側から見た斜視
図、（ｂ）は背面側から見た斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
［１］基台
　基台の構造としては、特に限定されないが、パイプ材で枠状とされたもの、板材で箱状
とされた物等を例示できる。
【００１９】
［２］昇降機構
　昇降機構としては、特に限定されないが、リンク機構、歯車機構、ねじ機構、ベルト機
構等を例示できる。
【００２０】
［３］アクチュエータ
　アクチュエータとしては、特に限定されないが、電動式アクチュエータ、油圧式アクチ
ュエータ等を例示できる。
【００２１】
［４］背当て
　背当の構造は、特に限定されないが、前部にクッション材を備えていることが好ましい
。
　昇降機構が上昇し終えたとき（被介助者のスタンディング時）に、背当ての前面は垂直
に対して２～１０°前傾するようになっていることが好ましい。スタンディング時の被介
助者の背中がやや前傾姿勢になり、臀部ないし太股が背当てないし便座から離れやすくな
り、脱衣させやすくなるからである。
【００２２】
［５］肘掛け
　肘掛けは、特に限定されないが、上部にクッション材を備えていることが好ましい。
【００２３】
［６］膝当て部材
　膝当て部材は、特に限定されないが、後部にクッション材を備えていることが好ましい
。
　膝当て部材は、膝に適切に当たるように調節された位置から前方へ押されるときに、前
方へは動かないように係止されることが好ましい。
【００２４】
［７］胸当て部材
　胸当て部材は、特に限定されないが、後部にクッション材を備えていることが好ましい
。
　胸当て部材は、胸に適切に当たるように調節された位置から前方へ押されるときに、前
方へは動かないように係止されることが好ましい。
【実施例１】
【００２５】
　図１～図４に示す実施例１のトイレ介助用昇降装置１について説明する。なお、本発明
は実施例に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で各部の形状、寸法、
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構成等を任意に変更して実施することもできる。
【００２６】
　本実施例のトイレ介助用昇降装置１は、
　腰掛け式トイレ３０のトイレ本体３１を内包するように設置される基台２と、
　基台２に取り付けられた、元位置から上昇するときに上部後側が上部前側よりも大きく
上昇し、下降するときに元位置に戻る昇降機構６と、
　昇降機構６を昇降駆動するアクチュエータ１０と、
　昇降機構６の上部に取り付けられた腰掛け式トイレ３０の便座３２と、
　昇降機構６の上部後端部に取り付けられた背当て１１と、
　背当て１１に退避可能に取り付けられた肘掛け１４と、
　基台２に取り付けられた、被介助者の膝を前から当たって保持する膝当て部材１５と、
　背当て１１に取り付けられた、被介助者の胸を前から当たって保持する胸当て部材２３
と
を含み構成されている。
【００２７】
　基台２は、トイレ本体３１のすぐ左方、右方及び後方の床面に当接する例えばパイプ材
からなる左右及び後ろの床当接部３と、左右の床当接部３から起立する例えばパイプから
なる左右の前脚部４と、各前脚部４を補強する例えば板材からなる筋交い部５とからなる
。前脚部４の上端部はトイレ本体３１の上端とほぼ同じ高さにある。
【００２８】
　昇降機構６は、前脚部４の上端部に基端が軸着された上レバー７と、前脚部４の高さ方
向中間部に基端が軸着されたした下レバー８と、上レバー７の先端と下レバー８の先端と
に軸着されたコネクター９とからなるリンク機構である。昇降機構６は、左右に設けられ
ている。
【００２９】
　アクチュエータ１０は、電動モータ式であって、アクチュエータ１０の本体に対してロ
ッドが繰出及び退入するものである。アクチュエータ１０は、床当接部３の後端部に本体
の基端が軸着され、上レバー７の前後方向中間部にロッドの先端が軸着されている。アク
チュエータ１０は、左右に設けられているが、いずれか一方に設けてもよい。
【００３０】
　便座３２は、左右の上レバー７の上部に取り付けられている。
【００３１】
　背当て１１は、左右のコネクター９と連続して上方へ延びる枠体１２と、枠体１２の前
部に取り付けられた板状の背クッション材１３とからなる。
　後述するように、昇降機構６が上昇しし終えたとき（被介助者のスタンディング時）に
、背当て１１の前面（背クッション材１３の前面）は、垂直に対して５°だけ前傾するよ
うになっている。この前傾は、前記昇降機構６の調整によるものである。
【００３２】
　肘掛け１４は、その基端部が背当て１１の枠体１２の高さ方向中間部に軸着されており
、前方へ繰り出した位置と、枠体１２の側方に退避下位置とに回動可能である。肘掛け１
４は、左右に設けられており、別々に回動可能である。
【００３３】
　膝当て部材１５は、図１及び図３に示すように、正面図に向かって右側の前脚部４に取
り付けられた前後方向に延びる支持筒１６と、支持筒１６に回転可能に挿入された作用筒
１７と、作用筒１７の前端部（左右方向に曲げられた箇所）に取り付けられた当て板１８
と、当て板１８の後部に取り付けられた板状の膝クッション材１９とを含み構成されてい
る。なお、膝当て部材１５は、場所によって左右どちらにでも取り付け可能である。
【００３４】
　図３（ｂ）に示すように、作用筒１７が９０°回転して、支持筒１６に形成された中心
角９０°の切欠２０の各内壁に、作用筒１７に突設されたピン２１が当たることにより、



(7) JP 2021-62015 A 2021.4.22

10

20

30

40

50

膝当て部材１５は、図１の使用位置（膝の前の位置）と、図２の退避位置（膝の前から側
方へ逸れて退避した位置）とに決まるようになっている。
【００３５】
　図３（ｃ）に示すように、膝当て部材１５には、作用筒１７に形成された方向性がある
歯列と、この歯列に噛み合うように支持筒１６に回動可能に軸着された爪とからなる直線
型ラチェット２２が設けられている。作用筒１７を前方から支持筒１６に押し込むときに
は、爪は歯列を次々と乗り越え、膝当て部材１５が被介助者の膝に適切に当たるように調
節された位置で、作用筒１７は止められる。一方、作用筒１７が前記調節位置から前方へ
押されるときには、爪が歯に食い込むので、作用筒１７ひいては膝当て部材１５は前方へ
は動かないように係止される。また、これを動くように操作するための解除機構（図示略
）が設けられている。
【００３６】
　胸当て部材２３は、背当て１１にブラケット２７を介して基端が左右軸の周りに回転可
能支持された取り付けられたコ字状のアーム２４と、アーム２４の先端部（左右方向に曲
げられた箇所）に取り付けられたコア２５と、コア２５の周りに取り付けられた円筒状の
胸クッション材２６とを含み構成されている。
【００３７】
　胸クッション材２６は、図２の退避位置（胸の前から上方へ逸れて退避した位置）から
図１の使用位置（胸に適切に当たる位置）に回動しうるようになっている。ブラケット２
７とアーム２４の間には回転型ラチェット２８が設けられており、胸クッション材２６は
、図１の使用位置（胸に適切に当たる位置）に調節されてから前方へ押されるときには、
前方へは動かないように係止される。また、これを動くように操作するための解除機構（
図示略）が設けられている。
【００３８】
　以上のように構成されたトイレ介助用昇降装置１を使用して、足腰の弱った被介助者が
腰掛式トイレを使用するのを介助する方法について説明する。
（１）図１及び図４（ａ）に示すように、下降した状態の便座３２に、被介助者を着衣の
まま腰掛けさせる。このとき、便座３２の正面図に向かって左方に、被介助者が腰掛けた
車椅子を並べて配置し、正面図に向かって左側の肘掛け１４を退避させ、被介助者を車椅
子から横スライドさせて便座３２に腰掛けさせると、介助を楽に行うことができる。
【００３９】
（２）図２及び図４（ｂ）～（ｃ）に示すように、肘掛け１４に肘を置かせ、膝当て部材
１５で膝を保持し、胸当て部材２３で胸を保持した状態で、アクチュエータ１０により昇
降機構６を上昇させ、便座３２の後側が前側よりも大きく上昇し、背当て１１全体が上昇
することにより、被介助者をスタンディング状態とする。このとき、前記のとおり膝と胸
を保持しているため、臀部が便座３２から浮いた状態の被介助者を足腰も上半身もくずれ
ないように支持することができ、もって被介助者の脱衣や着衣を介助者一人で楽に且つ安
全に介助することが可能になり、立位ができない被介助者でも上肢が使えれば自分一人で
行うことも可能性になる。
【００４０】
（３）その後、図４（ｄ）～（ｅ）に示すように、昇降機構６を下降させて、便座３２に
被介助者を腰掛けさせれば、排泄が可能になる。
【実施例２】
【００４１】
　次に、図５に示す実施例２のトイレ介助用昇降装置１は、昇降機構６とアクチュエータ
１０との位置関係、膝当て部材１５が前脚部４にバックルで留めるものであること、胸当
て部材２３がループ状のベルトでありバックルにより開閉するものであること、において
実施例１と相違し、その他は基本的に実施例１と共通である。
　本実施例によっても、実施例１と基本的に同様の作用効果が得られる。
【００４２】
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　なお、本発明は前記実施例に限定されるものではなく、発明の要旨から逸脱しない範囲
で適宜変更して具体化することができる。
【符号の説明】
【００４３】
　　１　　トイレ介助用昇降装置
　　２　　基台
　　３　　床当接部
　　４　　前脚部
　　５　　筋交い部
　　６　　昇降機構
　　７　　上レバー
　　８　　下レバー
　　９　　コネクター
　１０　　アクチュエータ
　１１　　背当て
　１２　　枠体
　１３　　背クッション材
　１５　　膝当て部材
　１６　　支持筒
　１７　　作用筒
　１８　　当て板
　１９　　膝クッション材
　２０　　切欠
　２１　　ピン
　２２　　直線型ラチェット
　２３　　胸当て部材
　２４　　アーム
　２５　　コア
　２６　　胸クッション材
　２７　　ブラケット
　２８　　回転型ラチェット
　３０　　腰掛け式トイレ
　３１　　トイレ本体
　３２　　便座
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